
郡　　 山　　 市
郡山市上下水道局

事　業　者（受注者） 労　　働　　者

　　 

　

［労働環境の報告に関する事務フロー］

　　　　　 ※ 資料提出及び質問に対し、拒否
　　　　　　　や虚偽があったときは、条例第
　　　　　　　７条第６項の規定により契約の
　　　　　　　解除や指名停止などの措置を受
　　　　　　　ける場合がある。

　

　※ 労働環境の報告を要する
　　 契約である旨を明記

　

　※ 施行規則第２号様式

　         ※1 施行規則第３号様式
　　　     ※2 報告書の提出は、改善を求め
               られた日から20日以内

　　 　　　　※1 施行規則第１号様式
　　 　　　　※2 報告書の提出は、契約の締結
　　　　　　　　 日から14日以内
　　 　　　　※3 報告内容等の変更時も同様

公告、指名通知

・事業者等から示された

労働環境、申出先等を確認

・労務の提供

周知

報告書の提出

労働環境及び申出が

できる旨の周知

条例の趣旨を理解し、

入札参加を決定
公告・指名通知

労働環境報告書の内容確認 労働環境報告書の作成

報告書保存
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労働環境の改善指導
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・指摘内容の改善

・改善報告書の作成

報告等

報告改善報告書の内容確認

改

善

等

が

認

め

ら

れ

な

い

措置の実施
・当該契約の解除

・指名停止 等

・関係機関へ通報 ・措置等の内容確認
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認
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報告書保存

報告書保存

入札等実施 及び 契約の締結



 

［下請負（再委託）を行う場合の事務フロー］
郡　　 山　　 市
郡山市上下水道局

事業者（受注者）
下請負者・再委託者

（二次、三次下請負者等）
労働者

※1 下請契約等の相手方は、でき
　　る限り市内の事業者を活用す
　　ること
※2 業務委託に係る再委託におい
　　ては、工事関係の下請の取扱
　　いに準ずること

　※1 施行規則第１号様式
　※2 報告書の提出は、契約の締
　　　結日から14日以内
　※3 報告内容等の変更時も同様
　※4 報告書は、契約の相手方
　　　（受注者、下請負人等）へ
　　　提出

※1 下請通知書及び報告書の提出
    は、下請等契約の締結日から
    14日以内
※2 下請・再委託事業者等の報告
　　書を集約し、市へ提出

・下請通知書の作成

・労働環境報告書の

取りまとめ

条例の趣旨を理解

し、下請契約を締結

契約

締結

・下請契約の準備、

事業者の選定

・労働環境の報告を要す

る契約である旨の説明

・下請負者から示され

た労働環境、申出先

等を確認

・労務の提供

・下請通知書の内容確認

・労働環境報告書の内容

確認

労働環境及び申出が

できる旨の周知
周 知

説 明 等

報告書の提出

通知書・報告書の提出

下請契約の締結

（契約書作成）

労働環境報告書提出後の事務取扱い ⇒「労働環境の報告に関する事務フロー」による。

※1 下請負者に対して労働環境の改善指導を行う場合は、受注者を介さず直接下請負者へ指導を行う。

また、下請負者が労働環境の改善報告を行う場合は、受注者を介さず直接市（または、上下水道局）

へ報告すること。

※2 下請負者への改善指導に当たり、受注者に協力を求める場合がある。

労働環境報告書の作成


